
令和 8 年度和歌山県小学生学年別柔道大会要項 
 
1.目   的  わが国の将来を担う心身ともに健全な小学生児童育成をするとともに、 

        相互の親睦を図ることを目的とする。 

 

2.主   催  公益財団法人和歌山県柔道連盟 

 

3.期   日  令和８年５月３１日(日) 計量 9時 30分 審判会議 9時 40分 開会 10時 

 

4.会   場  田辺市立武道館  田辺市扇ヶ浜 2-10 

 

5.実 施 種 別  

① 小学５年生男子 45 kg級 

② 小学５年生男子 45 kg超級 

③ 小学５年生女子 40 kg級 

④ 小学５年生女子 40 kg超級 

⑤ 小学６年生男子 50 kg級 

⑥ 小学６年生男子 50 kg超級 

⑦ 小学６年生女子 45 kg級 

⑧ 小学６年生女子 45 kg超級 

 

6.参 加 資 格  (1)令和８年度全日本柔道連盟競技者登録をしている者で、各柔道協会におい

て参加資格を取得した児童。 

        (2)選手の年齢区分は次の通りとする。 

小学 5年生の部 ２０１５年４月２日以降に生まれた者 

小学 6年生の部 ２０１４年４月２日以降に生まれた者 

        (3)所属団体は選手本人の健康に十分な配慮を行い、保護者の承認を得ること。 

 

7.審 判 規 定  (1) 国際柔道連盟試合審判規定及び「少年大会試合審判規定」を適用する。

（延長戦は行わない） 

          ※詳細については当日の審判監督会議における申し合わせ事項により実

施する。 

(2) 試合時間は３分間とし、原則トーナメント戦で行う。 

(3) 勝敗の決定基準は「一本」「技あり」「有効」「僅差」「判定」とする。 

「僅差」とは、双方の選手間に技による評価（技あり・有効）がない、又は

同等の場合、「指導」差が２以上あった場合に少ない選手を「僅差」による優

勢勝ちとする。１差であれば旗判定で勝敗を決定する。（GSは行わない） 

（「指導」数によって勝敗が決する例＝0対 2、） 

（「 指 導 」 数 に 差 が 出 て も 判 定 に な る  例 ＝ 0 対 1 、 1 対 2 、） 

 

8.表   彰  １位、２位、３位（２名）の計４名を表彰する。 



9.参 加 申 込  各柔道協会より所定の申込用紙にて、代表選手各階級 2名を記入して 

メールで申し込むこと。2026年 5 月 20 日（水）必着 

 

10.組 合 せ  公益財団法人和歌山県柔道連盟少年部が行う。 

 

11.参 加 料  １名につき 600円 大会当日責任者が納入する。 

 

12.そ の 他  (1)主催者は、大会中の不慮の負傷・疾病について応急処置のみを施す。 

万が一の事故の発生に備え、参加選手独自で傷害保険等に加入するなど 

して、万全の事故対策を立てておくこと。 

         (2) 脳振盪対応について、選手および指導者は下記事項を遵守すること。 

(a)大会前１ヶ月以内に脳振盪を受傷した者は脳神経外科の診察を受け、出 

場の許可を得ること。 

(b)大会中、脳振盪を受傷した者は、継続して当該大会に出場することは不 

可とする。なお、至急、脳神経外科の専門医の精査を受けること。 

(c)練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を得ること。 

(d)当該選手の指導者は大会事務局および全柔連に対し、書面により事故報 

告書を提出すること。 

 

13.申 込 先  

 問 合 せ  公益財団法人和歌山県柔道連盟 事務局 

         TEL・FAX ０７３－４３１－７８３６ 

       メール wajyurenpr@gmail.com 


	メール　wajyurenpr@gmail.com

